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３ 後期高齢者医療特別会計の状況 

 

⑴  款別歳入決算の前年度比較 

款 

平成３０年度 
決算額 （円） 

令和元年度 
決算額 （円）

前年度比 
（円） 

伸び率
（％）

Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ

後期高齢者医療保険料 719,942,800 743,504,600 23,561,800 103.3

国庫支出金 2,397,000 0 △2,397,000 皆減

繰入金 697,089,808 724,445,235 27,355,427 103.9

繰越金 47,823,320 32,365,173 △15,458,147 67.7

諸収入 26,137,902 584,600 △25,553,302 2.2

合 計 1,493,390,830 1,500,899,608 7,508,778 100.5

 

⑵  款別歳出決算の前年度比較 

款 

平成３０年度 
決算額 （円） 

令和元年度 
決算額 （円）

前年度比 
（円） 

伸び率
（％）

Ⓐ Ⓑ Ⓑ－Ⓐ Ⓑ／Ⓐ

総務費 16,215,598 13,243,253 △2,972,345 81.7

後期高齢者医療広域連合
納付金 1,376,004,037 1,444,761,786 68,757,749 105.0

諸支出金 68,806,022 13,004,273 △55,801,749 18.9

合 計 1,461,025,657 1,471,009,312 9,983,655 100.7
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⑶ 款別歳入決算の状況 

款 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額）

（円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

後期高齢者医療保険料 755,012,000 750,605,400 743,504,600

繰入金 736,176,000 724,445,235 724,445,235

繰越金 32,365,000 32,365,173 32,365,173

諸収入 804,000 584,600 584,600

合 計 1,524,357,000 1,508,000,408 
1,500,899,608

Ⓔ 

 

⑷ 保険料決算の状況 
 
 

区 分 

予算現額 

（円） 

調定額 

（円） 

収入済額（決算額） 

（円） 

不納欠損額 

（円）  

 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

現年度分 753,083,000 744,763,400 741,090,500 0

滞納繰越分 1,929,000 5,842,000 2,414,100 1,284,300

合 計 755,012,000 750,605,400
743,504,600 

Ⓔ 
1,284,300

 

⑸ 収入未済額の内容                         （単位 円） 

区 分 後期高齢者医療保険料 

令和元年度 3,672,900

平成３０年度 2,099,500

平成２９年度 5,700

平成２８年度 38,400

平成２７年度以前 0

合 計 5,816,500
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不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

予算現額に対す
る増減額（円） 

収入割合（％） 

対予算現額 対調定額 決算額構成比

Ⓓ Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ－Ⓐ Ⓒ／Ⓐ Ⓒ／Ⓑ Ⓒ／Ⓔ 

1,284,300 5,816,500 △11,507,400 98.5 99.1 49.6

0 0 △11,730,765 98.4 100.0 48.2

0 0 173 100.0 100.0 2.2

0 0 △219,400 72.7 100.0 0.0

1,284,300 5,816,500 △23,457,392 98.5 99.5 
 

 
100.0

 

 

収入未済額 

（円） 

決算額 
構成比 
（％） 

徴収率 
被保険者一人当たりの 

決算額 

（％） 前年度 対前年度 （円） 被保険者［令和
元年度末］ 

Ⓑ－Ⓒ－Ⓓ Ⓒ／Ⓔ Ⓒ／Ⓑ Ⓕ Ⓒ／Ⓑ－Ⓕ Ⓔ／Ⓗ Ⓗ 

3,672,900 99.68 99.51 99.52 △0.01

88,218 8,428 人

2,143,600 0.32 41.32 34.39 6.93

5,816,500 100.00 99.05 99.04 0.01  

 

 



- 360 - 

 

 

 

⑹ 不納欠損額の内容                        （単位 円） 

区 分 後期高齢者医療保険料 

高齢者の医療の確保に関する法律第１６０

条 

34 人
1,284,300

 
 

高齢者の医療の確保に関する法律（抜粋） 

 

（時効）  

第１６０条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢

者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から２年を経過したときは、時効によつて

消滅する。  

２ 略 
  

 

⑺ 款別歳出決算の状況 

款 

予算現額 

（円） 

支出済額（決算額） 翌年度繰越額 

（円） （円） 

Ⓐ Ⓑ Ⓒ 

総務費 14,963,000 13,243,253 0

後期高齢者医療広域
連合納付金 1,495,110,000 1,444,761,786 0

諸支出金 13,284,000 13,004,273 0

予備費 1,000,000 0 0

合 計 1,524,357,000
1,471,009,312

Ⓓ 
0
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不用額 

（円） 

執行割合（％） 市民一人当たりの決算額

対予算現額 決算額構成比 （円） 

Ⓐ－Ⓑ－Ⓒ Ⓑ／Ⓐ Ⓑ／Ⓓ Ⓑ／69,209 人 

1,719,747 88.5 0.9 191

50,348,214 96.6 98.2 20,876

279,727 97.6 0.9 188

1,000,000 0.0 0.0 0

53,347,688 96.5 100.0
 

 
21,255

 

 



科目 

主管 

款 項 目 

事 業 名 後期高齢者医療事業 

令和元年度 

決 算  額
財 源 内 訳 

1,471,009,312円 

国・県支出金 
使用料・手数

料 

分担金・負担

金・寄附金 
地 方 債 そ の 他 一般財源等 

0円 0円 0円 0円 1,433,798,230円 37,211,082円 

市民一人当たり 

の決算額 

21,255円  

（一般財源等ベース 538円） 
単位決算額 

174,538円  

（被保険者 8,428人） 

保

険

年

金

課

１ 事業目的 

高齢期における医療の確保を図るため、共同連帯の理念に基づき、適切な医療

の給付などを行い、もって保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る。 

２ 事業内容 

市町村の事務として保険料の徴収、申請や届け出の受付、保険証の引渡しなど

の窓口業務を行った。 

⑴ 被保険者数（令和２年３月末現在）

区 分 対象者 

６５歳以上７５歳未満（一定の障害がある方） 323人 

７５歳以上 8,105人 

合 計 8,428人 

⑵ 賦課徴収状況

区 分 収入額 

現年度分 
特別徴収 395,183,900円 

普通徴収 345,906,600円 

滞納繰越分 普通徴収 2,414,100円 

合 計 743,504,600円 

⑶ 保険給付

区 分 件 数 事業費 

療養給付費 257,653件 6,970,782,191円 

療養費 10,085件 136,139,884円 

高額療養費 （再掲）10,084件 88,614,372円 

合 計 267,738件 7,195,536,447円 

⑷ 葬祭費

支給額 件 数 事業費 

50,000円／件 472件 23,600,000円 

３ 事業成果 

愛知県を単位とした広域連合が保険料の賦課及び医療給付を行い、超高齢化社

会に備え財政基盤の安定化を図ることができた。 
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